
居宅介護支援重要事項説明書 

社会福祉法人織田やすらぎ会  

やすらぎ荘居宅介護支援事業所 

 

１．施設経営法概要 

（１）法 人 名  社会福祉法人織田やすらぎ会 

（２）法人所在地  福井県丹生郡越前町織田８３－２４－１ 

（３）電 話 番 号  ０７７８－３６－１１７０ 

（４）代 表 者  理事長 坂下 正人 

（５）設立年月日  昭和５７年７月２０日 

 

２．事業所概要 

（１）事業所の種類  指定居宅介護支援事業所 

（２）事業所の目的  要介護と認定された方の、居宅サービス計画書を作成します。 

（３）事業所の名称  やすらぎ荘居宅介護支援事業所 

平成１１年 ８月 ３日指定 【１８７２０００１９３号】 

（４）事業所の所在地  福井県丹生郡越前町織田第８３号２４番地１ 

（５）電 話 番 号  ０７７８－３６－１１７０ 

（６）管 理 者  金津 晃司 

（７）事業所の運営方針  利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう配慮した支援事業を行います。 

（８）開設年月日  平成１１年１０月 １日 

（９）利 用 定 員  ７０名（標準取り扱い件数） 

（１０）サービス提供地域  越前町、鯖江市、福井市、越前市 

３．サービスの相談 

  受付時間：月～金曜日 ９：００～１８：００ 

       （祝日、１２月２９日～ １月 ３日を除く。） 

担 当 者：担当介護支援専門員 

  緊急連絡先：やすらぎ荘  

０７７８－３６－１１７０ 

 

４．職員体制 

職 種 人 数 資 格 

管理者 １人（兼務） 主任介護支援専門員 

介護支援専門員 2 人 介護支援専門員 

 

５．当事業所で提供するサービスと利用料金 

当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 



当事業所が提供するサービスについて、利用料金が介護保険から給付されます。 

（１）居宅介護支援の申込からサービス提供までの流れ 

・介護サービス計画作成の依頼 

・アセスメント（状態・ニーズ・問題） 

・居宅サービス計画案（ケアプラン）の作成 

・サービス担当者会議の開催（居宅サービス計画確定） 

・サービスの調整 

・サービスの提供 

・継続的管理、モニタリング 

（２）主な事業内容 

 ・居宅サービス計画書（ケアプラン）の作成 

 ・介護保険被保険者の要介護認定に係る申請について、申請代行等必要な協力 

 ・要介護状態にある利用者及び身元引受人、その家族の相談及び苦情処理 

 ・介護保険施設等への紹介 

 ・その他、居宅介護支援事業に関すること 

 ・地域包括支援センターとの再委託 

（３）関係者、関係機関との連絡調整 

   契約時に【家族等への連絡先一覧】を作成し、サービス提供にあたり、必要に応じて本人

及び身元引受人、その他家族、主治医等の関係者に連絡を取り、サービスの調整を行います。 

（４）利用料金 

 ① 利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担は有りませ

ん。（交通費を除く。） 

※保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、１ヶ月につき

下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサー

ビス提供証明書を保険者に提出しますと、介護保険給付相当分の払い戻しを受けられま

す。 

   ※サービス提供地域以外の方、は下記の所定単位数の 5%が加算されます。 

ⅰ）基本料金 

居宅介護支援費（Ⅰ）［取扱い件数が４５件未満］ 

要介護１・２     １，０８６単位／月   １０，８６０円 

要介護３・４・５ １，４１１単位／月 １４，１１０円 

居宅介護支援費（Ⅱ）［取扱い件数が４５件以上６０件未満の部分のみ］ 

要介護１・２       ５４４単位／月 ５，４４０円 

要介護３・４・５   ７０４単位／月 ７，０４０円 

居宅介護支援費（Ⅲ）［６０件以上の場合。（４５件以上の部分のみ）］ 

要介護１・２       ３２６単位／月 ３，２６０円 

要介護３・４・５   ４２２単位／月 ４，２２０円 

ⅱ）加算 



・初回加算           （ ３００単位／月×１０円） … ３，０００円 

要 件：新規居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の２段階以上の変更

認定を受けた場合。 

・入院時情報連携加算（Ⅰ）   （ ２５０単位／回×１０円） … ２，５００円 

要 件：利用者が入院するにあたり、病院又は診療所に対して、当該利用者に係る必要

な情報を３日以内に提供した場合。（※月１回を限度とする。） 

・入院時情報連携加算（Ⅱ）   （ ２００単位／回×１０円） … ２，０００円 

要 件：利用者が入院するにあたり、病院又は診療所に対して、当該利用者に係る必要

な情報を４日以上７日以内に提供した場合。（※月１回を限度とする。） 

・退院・退所加算（Ⅰ）イ    （ ４５０単位／回×１０円） … ４，５００円 

要 件：病院等の退院又は施設退所にあたって、病院、診療所、地域密着型介護老人福

祉施設又は介護老人福祉施設の職員から利用者に係る必要な情報をカンファレ

ンス以外の方法により１回受けている場合。（※入院、入所期間中につき１回を

限度とする。初回加算算定時は算定できない。） 

・退院・退所加算（Ⅰ）ロ    （ ６００単位／回×１０円） … ６，０００円 

要 件：病院等の退院又は施設退所にあたって、病院、診療所、地域密着型介護老人福

祉施設又は介護老人福祉施設の職員から利用者に係る必要な情報をカンファレ

ンスにより１回受けている場合。（※入院、入所期間中につき１回を限度とする。

初回加算算定時は算定できない。） 

・退院・退所加算（Ⅱ）イ    （ ６００単位／回×１０円） … ６，０００円 

要 件：病院等の退院又は施設退所にあたって、病院、診療所、地域密着型介護老人福

祉施設又は介護老人福祉施設の職員から利用者に係る必要な情報をカンファレ

ンス以外の方法により２回以上受けている場合。（※入院、入所期間中につき１

回を限度とする。初回加算算定時は算定できない。） 

・退院・退所加算（Ⅱ）ロ    （ ７５０単位／回×１０円） … ７，５００円 

要 件：病院等の退院又は施設退所にあたって、病院、診療所、地域密着型介護老人福

祉施設又は介護老人福祉施設の職員から利用者に係る必要な情報を２回受けて

おり、うち１回以上はカンファレンスによる場合。（※入院、入所期間中につき

１回を限度とする。初回加算算定時は算定できない。） 

・退院・退所加算（Ⅲ）     （ ９００単位／回×１０円） … ９，０００円 

要 件：病院等の退院又は施設退所にあたって、病院、診療所、地域密着型特養又は介

護老人福祉施設の職員から利用者に係る必要な情報を３回以上受けており、う

ち１回以上はカンファレンスによる場合。（※入院、入所期間中につき１回を限

度とする。初回加算算定時は算定できない。） 

・緊急時等居宅カンファレンス加算（ ２００単位／回×１０円） … ２，０００円 

要 件：病院又は診療所等の求めに応じ、医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問

し、カンファレンスを行い、必要に応じてサービス調整を行った場合。（※１月

に２回を限度とする。） 

・ターミナルケアマネジメント加算 （ ４００単位／月×１０円） … ４，０００円 



要 件：在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する利用者ま

たは家族の意向を把握したうえで、その死亡日及び死亡前１４日以内に２日以

上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該

利用者の心身の状況等を記録し、主治医の医師及び居宅サービス計画に位置付

けた居宅サービス事業者に提供した場合。 

・通院時情報連携加算（ ５０単位／回×１０円） … ５００円 

要 件：利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活

環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を

受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合（※月１回を限度とする。） 

ⅲ）減算 

   ・運営基準減算 

    要介護１・２     （  ５４３単位／月×１０円） …  ５，４３０円 

    要介護３・４・５   （  ７０６単位／月×１０円） …  ７，０６０円 

要 件：・利用者の居宅を訪問して計画作成をしていない場合。 

        ・サービス担当者会議の開催をしていない場合。 

        ・サービス計画に利用者の同意を得て、利用者及びサービス担当者に交付して

いない場合。 

        ・サービス計画のモニタリングで月１回居宅訪問をして、その状態を評価、記

録していない場合。 

なお、上記の要件が２ヶ月以上満たされない場合は、介護給付が算定され

ません。 

ⅳ）交通費 

   ・サービス提供地域   … 無料 

   ・サービス提供地域以外 … 実費 

 ⅴ）解約料 

   ・解約料        … 無料 

② 支払い方法 

料金が発生する場合、毎月１０日までに前月分を請求。２５日までに下記の口座に振り込

みにてお支払いいただきます。領収書については、支払の有無を確認しだい発行させていた

だくこととなります。 

※振り込み手数料は利用者負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

６．サービスの利用方法 

銀  行 福井銀行 

支 店 名 織田支店 

口座番号 普通 １０３６４６８ 

名 義 人 社会福祉法人織田やすらぎ会  

     やすらぎ荘居宅介護支援事業所 

     会計責任者 藤田 和範 



（１）サービスの利用開始 

  お電話でお問い合わせください。 

  担当者：担当介護支援専門員 

（２）サービスの終了（解約について） 

 ① 利用者の都合でサービスを終了する場合 

文書でお申し出くださればいつでも解約できます。但し、相当の理由がない場合は２週間

以上の予告期間をもって届け出るものとします。 

 ② 事業所の都合でサービスを終了する場合 

   下記の事項に該当する場合には、２週間の予告期間をもってサービス提供を終了させてい

ただくことがあります。 

  ⅰ）利用者が、サービス利用料の支払を２ヶ月以上、（※最低２ヶ月）遅延し、勧告にもかか

わらず３０日以内にこれが支払われない場合。 

ⅱ）利用者の非協力など利用者及び事業者間の信頼関係を損壊する行為をなし、改善の見込

みがない場合。 

  ⅲ）利用者が医療機関等への長期入院が必要となり、医師の意見を踏まえたうえで在宅への

復帰が困難と判断した場合。 

  ⅳ）事業者が、人員不足等やむを得ない事情により事業の縮小、閉鎖を行う場合。 

ⅴ）事業者の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった場

合。 

ⅵ）事業者が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。 

 ③ 自動終了 

  下記の事項に該当する場合には、自動的にサービス提供を終了させていただきます。 

 ⅰ）利用者が介護保険施設等へ入所した場合。 

 ⅱ）利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）及び要支援１、要支援２と認定された場合。 

 ⅲ）利用者が死亡した場合。 

 

７．苦情の受付について 

（１）事業者における苦情の受付 

① 事業者における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

  尚、職員に直接苦情を申し出ることも出来ます。 

 ・苦情解決責任者     ：［職 種］ 管理者 金津 晃司 

・苦情相談窓口（担当者） ：［職 種］ 介護支援専門員 山本 美雪 

・受付時間        ：月曜日～金曜日 ９：００～１８：００ 

② 苦情解決の為の話し合い 

   苦情受付担当者及び苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合いに務めます。 

（２）苦情解決の手段 

① 利用者への周知 

 事業所内への苦情の掲示、パンフレットの配布等により、苦情解決責任者は利用者に対し

て苦情解決責任者、苦情受付担当者の仕組みについて周知します。 



② 苦情の受付 

・苦情受付担当者は、利用者等から苦情を随時受け付けます。 

・苦情受付担当者は、利用者からの苦情受付に際し、次の事項を書面に記載し、その内容につ

いて苦情申出人に確認します。 

ⅰ）苦情の内容 

ⅱ）苦情申出人の希望 

ⅲ）苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いによる解決 

③ 苦情受付の報告・確認 

・苦情受付担当者は、受け付けた苦情の全てを苦情解決責任者に報告します。 

④ 苦情解決に向けての話し合い 

・苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努めます。 

※希望があれば第三者委員会を交え苦情の解決にあたります。 

 ・第三者委員 

森 さと子 

泉 美紀 

久保 幸一 

⑤ 苦情解決の記録、報告 

・苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質が高まり、運営の適正化が確保され、こ

れらを実行あるものとする為、記録と報告を積み重ねます。 

ⅰ）苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について、書面に記録し

ます。 

ⅱ）苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束し、事項について、苦情申出人に対し一定

期間後報告をします。 

⑥ 解決結果の公表 

・利用者によるサービスの選択や事業所によるサービスの質や信頼性に向上を図る為、個人情

報に関するものを除き「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し公表します。 

（３）公的機関における苦情の受付 

 ・各市町村 

越前町役場（介護福祉課）：０７７８－３４－８７１５ 

・福井県国民健康保険連合団体：０７７６－５７－１６１４ 

・福祉サービス運営適正化委員会（福井県社会福祉協議会）：０７７６－２４－２３４７ 

 

８．事故発生時の対応 

（１）事故発生時（訪問時） 

① 利用者への対応 

・利用者が事故により、身体に障害を発生している場合、治療、生命維持のための可能な限り

の応急処置をとります。 

② 利用者の家族への連絡 

・説明は責任者が行ない、速やかに事実を伝えます。 



③ 事故状況の把握 

・事故の正確な把握をし、概要をできるだけ迅速に、事故報告に記載します。 

・報告書は簡潔かつ要点をまとめ記載し報告します。 

④ 関係機関への届出報告 

・事故の程度・状況に応じて関係機関に報告します。 

（２）解決へ向けて 

① 利用者家族への対応 

・事業者として、事故原因等を調査し明確にした上で、適切な対応を行います。 

※利用者に対する賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行ないます。 

 

９．情報の開示について 

（１）事業者は、利用者及び身元引受人の求めに従って、事業計画及び財務内容を開示しており

ます。 

（２）事業者は、利用者及び身元引受人の求めに従って、利用者に関する情報（利用者の記録、

サービス提供記録、その他）を開示しております。 

但し、利用者あるいは身元引受人以外の方（他のご家族等）からのご請求につきましては、

当事業所所定の書面により利用者もしくは身元引受人のご了承を得てからの情報提供になり

ます。 

 ・受付時間：月～金曜日 ９：００～１８：００ 

 ・担 当 者：介護支援専門員 山本 美雪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

以上、本書面の証として、本書３通を作成し、利用者及び身元引受人、事業者が記名押印のう

え、各自１通ずつ保有するものとする。 

 

契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援事業所サービスの利用についての重要な事

項の説明を受けました。 

 

令和  年  月  日 ［利 用 者］ 住 所 

                      

氏 名                  ○印  

 

            ［署名代行者］ 住 所 

 

                    氏 名                  ○印  

              

［身元引受人］ 住 所  

                      

氏 名                  ○印  

              

居宅介護支援事業所サービスの利用にあたり、利用者及び身元引受人に対して契約書及び本書

面に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

令和  年  月  日 ［事 業 者］ 住 所 福井県丹生郡越前町織田第８３号２４番地１ 

 

                    事業所 やすらぎ荘居宅介護支援事業所 

 

                    説明者 介護支援専門員 山本 美雪    ○印  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


